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 議案第３６号  
 

平成２４年度能美市一般会計補正予算（第１号）  

 
平成２４年度能美市の一般会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。  

 
  （歳入歳出予算の補正）  
 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３３，０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

２２，６１３，０００千円とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入

歳出予算補正」による。  
 
（地方債の補正）  
第２条 地方債の追加及び変更は、「第２表 地方債補正」による。  
 
 
 

     平成２４年６月１１日提出  
                                 能美市長   酒 井  悌 次 郎  



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

14 国庫支出金 ２，２４６，７０１ ７，７９５ ２，２５４，４９６

2 国庫補助金 ９８１，２１３ ７，７９５ ９８９，００８

15 県 支 出 金 ９３０，６９１ ３，３００ ９３３，９９１

2 県 補 助 金 ３３８，８２９ ３，０００ ３４１，８２９

3 県 委 託 金 ９２，０３８ ３００ ９２，３３８

17 寄 附 金 １４，３２０ １，０５０ １５，３７０

1 寄 附 金 １４，３２０ １，０５０ １５，３７０

19 繰 越 金 ５０，０００ １３，２８９ ６３，２８９

1 繰 越 金 ５０，０００ １３，２８９ ６３，２８９

20 諸 収 入 ５１９，５３２ ６６６ ５２０，１９８

4 雑 入 １５０，１２０ ６６６ １５０，７８６

21 市 債 ４，０４０，９００ ６，９００ ４，０４７，８００

1 市 債 ４，０４０，９００ ６，９００ ４，０４７，８００

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ２２，５８０，０００ ３３，０００ ２２，６１３，０００
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     （歳  出） (単位：千円)

款 項 補  正  前  の  額 補  　正 　 額 計

2 総 務 費 ２，０３０，４４８ １，３４０ ２，０３１，７８８

1 総務管理費 １，６５３，３９６ １，３４０ １，６５４，７３６

3 民 生 費 ７，７０６，５０５ ２２６ ７，７０６，７３１

1 社会福祉費 ２，７８７，７９７ ２２６ ２，７８８，０２３

5 労 働 費 １９，７４６ ６００ ２０，３４６

1 労 働 諸 費 １９，７４６ ６００ ２０，３４６

7 商 工 費 ６０８，４９４ ８，０００ ６１６，４９４

1 商 工 費 ６０８，４９４ ８，０００ ６１６，４９４

8 土 木 費 ３，７３４，８３２ １５，５００ ３，７５０，３３２

2 道路橋りょう費 １，２１７，７５１ １５，５００ １，２３３，２５１

10 教 育 費 １，９９９，６７３ ７，３３４ ２，００７，００７

1 教育総務費 ２７８，２０３ ３００ ２７８，５０３

2 小 学 校 費 ３３５，４５２ ６７２ ３３６，１２４

3 中 学 校 費 ３７０，１９９ ５，４１２ ３７５，６１１

4 社会教育費 ５２８，７４７ ６５０ ５２９，３９７

5 保健体育費 ４８７，０７２ ３００ ４８７，３７２

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ２２，５８０，０００ ３３，０００ ２２，６１３，０００
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１　追加

限度額 起債の方法

千円

大浜２０号線整備事業債 7,100

２　変更

限度額 起債の方法 利率 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円 千円

道路舗装改修事業
債

34,600 32,000

地方道路等整備事
業債

31,200 33,600

計 65,800 65,600

５.０％以内
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる場合
は、当該見
直し後の利
率）

政府資金については、
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は、その債権者と協定
するものとする。ただ
し、市財政の都合によ
り据置期間及び償還期
間を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利債に
借換することができ
る。

普通貸借又
は証券発行

償還の方法

政府資金については、その融資条件により、銀行
その他の場合には、その債権者と協定するものと
する。ただし、市財政の都合により据置期間及び
償還期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債
に借換することができる。

第　２　表　　地　方　債　補　正

起債の目的
補　　　　　　正　　　　　　後

普通貸借又
は証券発行

５.０％以内
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる場合
は、当該見
直し後の利
率）

政府資金については、
その融資条件により、
銀行その他の場合に
は、その債権者と協定
するものとする。ただ
し、市財政の都合によ
り据置期間及び償還期
間を短縮し、もしくは
繰上償還又は低利債に
借換することができ
る。

普通貸借又
は証券発行

起債の目的

補　　　　　　正　　　　　　前

償還の方法

利率

５.０％以内（ただし、
利率見直し方式で借り
入れる場合は、当該見
直し後の利率）
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